
令和７年４月25日 

福岡市教育委員会 

職員の処分について 

本日、次のとおり懲戒処分等を行いましたので公表いたします。 

１ 交通事故について 

(1) 職   員 南区 市立小学校 教諭 （50代） 

(2) 処分の内容 減給（10分の１）３月 

(3) 処 分 事 由

当該職員は、令和６年１月26日（金）午後５時27分頃、自家用車を運転し、福岡

市南区の商業施設の駐車場出口から左折進行する際に、進路の安全確認が不十分な

まま時速約10kmで車道へ進入し、車道を横断歩行していた被害者に接触し、同人を

転倒させ、３日後に死亡させた。 

これにより、令和６年10月に起訴され、令和７年３月、罰金100万円の判決を受

けた。 

２ 盗撮について 

(1) 職   員 東区 市立小学校 学校用務員 （40代） 

(2) 処分の内容 懲戒免職 

(3) 処 分 事 由

当該職員は、令和７年３月16日（日）午前０時37分頃、福岡市東区の民家の敷地

に侵入し、浴室の窓から自身のスマートフォンにより、住人の女性が入浴している

姿を盗撮した。 

これにより、性的姿態撮影等処罰法違反の容疑で同日午前９時に逮捕された。 

(4) 管理監督者への措置

部下職員に対する指導監督が不十分であったとして、事案発生当時の校長に対し

「文書訓戒」を行った。 

【問い合わせ先】 

服務指導課長 重村、服務指導第２係長 井手 

 電話：７１１－４８１３（内線：３６６４） 


